
 

海南市公告 

 

 下記の購入事業に係る購入事業者選定のため、公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する。 

 

  令和７年 11月 25日 

                               海南市長 神 出 政 巳 

 

１．事業の概要 

（１）事業名称 

海南市体験学習館重機シミュレータ購入事業 

（２）事業の目的 

令和８年春の開園を予定している海南市民防災公園では、大規模災害発生時に重機を扱える人材を育成す

るため、平時において、重機操作の練習や免許取得を行う施設の整備が予定されている。 

本事業は、同公園内に位置する海南市体験学習館に、展示機器として「重機シミュレータ」を導入するこ

とにより、公園全体の取り組みの中で、利用者に対し重機に親しむきっかけを与えるとともに、同機器によ

る体験学習館の利用促進を図ることを目的とする。 

（３）事業内容 

別紙仕様書を参照 

（４）納入場所 

海南市体験学習館（和歌山県海南市大野中831番地） 

（５）納入期限 

令和８年３月19日（木）まで 

（６）事業規模 

7,300,000円（消費税及び地方消費税を含む）以内を予定 

 

２．参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる事項を全て満たすものとする。 

（１）企画提案書の提出期限において、海南市から指名停止の措置を受けていないこと。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと及びそ

の開始が決定されていないこと。 

（４）民事再生法（平成 11年法律第 255号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと及びそ

の開始が決定されていないこと。 

（５）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする法人等ではないこと。 

（６）暴力団又は暴力団員の統制の下にある法人等ではないこと。 

（７）本事業を行う十分な執行体制を有していること。 

 



 

３．企画提案 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次により企画提案に必要な書類を提出すること。 

（１）企画提案書は、１社１案とする。 

（２）企画提案書 

仕様書に基づき提案するにあたり、以下の内容は必須事項とし、その他、他社にない特筆すべき利点

がある場合は併せて提案すること。 

① 事業者の説明 

② 重機シミュレータのゲーム内容の説明 

③ 重機シミュレータの外観等のイメージ及びモニタ映像のサンプル（動画又は静止画） 

（３）提出書類 

①企画提案書等提出届（様式１） 

②会社概要（Ａ４版様式任意） 

次の項目は必ず記載すること。 

・会社名  ・本社所在地  ・技術者数  ・業務内容 

③業務実績書（様式２） 

④企画提案書（Ａ４版様式任意） 

⑤事業の実施体制（様式３） 

⑥見積書(Ａ４版様式任意) 

ア．消費税額及び地方消費税額が含まれていること。 

イ．見積書の最低見積金額を提示した者が選定されるとは限りません。 

 

４. 企画提案に必要な書類の提出 

（１）提出期限  令和７年12月16日（火）午後５時（必着） 

（２）提出部数  「３．企画提案」の「（３）提出書類」の部数は次のとおりとする。 

・①企画提案書等提出届 … １部 

・②会社概要～⑤事業の実施体制 … ６部 

・⑥見積書 … 正本１部（契約権限受任者印 押印）、副本５部（複写可） 

・①～⑤のデータ（DVD、USBメモリ等に収録） 

（３）提出方法  持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前８時 30 分から午後５時 15 分までとす

る。ただし、最終日は午後５時までとする。）又は郵送（書留郵便に限る。）によること。 

（４）提 出 先  〒649-0121 海南市下津町丸田 217番地１ 海南市教育委員会 生涯学習課 

 

５. 質問及び回答 

本プロポーザルの内容に不明な点がある場合は、質問書（様式４）を提出すること。 

（１）提出期限  令和７年 12月５日（金）午後５時（必着） 



 

（２）提出方法  質問書を海南市生涯学習課宛てに電子メールにて提出すること。併せて電話連絡する

こと。 

（３）提 出 先  syogai@city.kainan.lg.jp 

（４）回答方法  提出された質問に対する回答は、令和７年 12月 10日（水）までに、市ホームページ

上において回答する。 

 

６. プレゼンテーションの実施 

（１）実施日時  令和７年12月22日（月）14時～を予定 

（２）実施場所  海南市役所（和歌山県海南市南赤坂11番地）３階 会議室３Ｃ（予定） 

（３）実施方法 

①プレゼンテーションによる企画提案書の説明：20分以内 

②選定委員による質疑：10分程度 

③プレゼンテーションを行う者：本事業に携わる予定の技術者とする。 

④企画提案の説明の際、プロジェクタの使用は可能。プロジェクタ及びスクリーンは本市で用意す

る。パソコンは各参加者で準備すること。 

※時刻・場所等の詳細については、書面により通知する。 

 

７．選定方法 

（１）選定方式 

① 公募型プロポーザル方式 

② 応募者が１社の場合であっても、プロポーザルを行うものとする。 

  ③ 選定委員における審査を経て、本事業について最も適切な企画提案を選定する。 

（２）企画提案書等の審査方法 

企画提案書等に関する評価は、次の項目について総合的な判断を行う。 

① 提案事業者の業務実績 

② 機器の内容 

③ ゲームの内容 

④ 見積書の妥当性 

⑤  その他 

（３）企画提案書等の評価 

① 評価基準  別表のとおりとする。 

② 順位の決定  選定委員の評価点数の平均（算術平均）の高い順に順位付けを行う。同点 

の企画提案があるときは、選定委員が協議し、その順位を決定する。 

（４）選定の条件 

選定委員の評価点数の平均（算術平均）が60点以上とする。条件を満たす企画提案がない場合は、選



 

定せずに再度公募する。 

（５）選定結果の通知及び公表 

選定結果は、参加した企画提案書等の提出者（以下「企画提案事業者」という。）全てに書面により

通知するとともに、各企画提案事業者（選定されなかった者についてはその名称を除く。）に関し、評

価点数を公表する。なお、本選定結果に対する異議の申立ては受け付けない。 

 

８．契約の締結 

（１）選定結果に基づき、最優秀の企画提案事業者と仕様及び契約条件についての交渉を行う。 

（２）最優秀の企画提案事業者との契約交渉が不調のときは、評価点数が 60点以上の者のうち上位の者か

ら順に契約締結の交渉を行う。 

 

９．企画提案書等の無効 

次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とする。 

（１）提出期限を過ぎて提出された場合（企画提案事業者の責めに帰することができない事由によるもので

あるときは、その限りでない。） 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）複数の提案を行った場合 

 

10．その他 

（１）企画提案書等の作成等に要する経費は、企画提案事業者の負担とする。 

（２）提出された書類は、返却しない。 

（３）提出された書類は、企画提案事業者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

（４）提出期限後の提出書類の変更、差替え、追加又は再提出は認めない。 

（５）企画提案書等の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式は任意）を提出するものとする。 

（６）提出された企画提案書等は、海南市情報公開条例（平成 17年海南市条例第 10号）に基づく情報公開

請求の対象となり、非公開とすべき部分を除いた部分が公開されることがある。 

（７）企画提案事業者が「９.企画提案書等の無効」の（２）から（４）までの事由のいずれかに該当する

ことが契約締結後に発覚した場合は、当該契約を取り消すことができるものとする。 

 

11．問い合わせ・提出先 

海南市 教育委員会 生涯学習課  

住 所：〒649-0121 和歌山県海南市下津町丸田 217番地１ 

電 話：073-492-0143（直通）  

Ｆ Ａ Ｘ：073-492-3390 

Ｅ-mail ：syogai@city.kainan.lg.jp 



 

 

12．日程総括表  

企画提案書等の提出 

令和７年 11月 25日（火）～12月 16日（火） 

※最終日は午後５時までとします。  

前記 11「問い合わせ先」あて  

質
疑
及
び
回
答 

受付（電子メール）  

令和７年 11月 25日（火）～12月５日（金） 

※最終日は午後 5時までとします。  

前記 11「問い合わせ・提出先」あて  

回答（海南市のホームページに掲載） 令和７年 12月 10日（水）までに回答 

プレゼンテーションの実施 
日 時 令和７年 12月 22日（月）14時～を予定 

場 所 海南市役所（和歌山県海南市南赤坂 11番地） 

   ※プレゼンテーションの時刻・場所等の詳細については、別途通知する。 


